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○　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
三
十
八
号
）
（
抄
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

（
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
の
指
定
）

（
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
の
指
定
）

第
一
条　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法

第
一
条　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
「
指

」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
「
指

定
」
と
い
う
。
）
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
計
画
作

定
」
と
い
う
。
）
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
計
画
作

成
都
道
府
県
等
の
委
託
を
受
け
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
（
以
下
「
認
定

成
都
道
府
県
等
の
委
託
を
受
け
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
（
以
下
「
認
定

支
援
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
法
人
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

支
援
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
法
人
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２　

計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

２　

計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い

 
 

。

。

一　

当
該
申
請
を
し
た
法
人
が
、
認
定
支
援
事
務
の
運
営
に
関
す
る
国
土
交

一　

当
該
申
請
を
し
た
法
人
が
、
認
定
支
援
事
務
の
運
営
に
関
す
る
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
認
定
支
援
事
務
を
適
正
に
実
施
す
る
こ

通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
認
定
支
援
事
務
を
適
正
に
実
施
す
る
こ

 
 

と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二　

当
該
申
請
を
し
た
法
人
が
、
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ

二　

当
該
申
請
を
し
た
法
人
が
、
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ

、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た

、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た

 
 

日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
法
人
で
あ
る
と
き
。

日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
法
人
で
あ
る
と
き
。

三　

当
該
申
請
を
し
た
法
人
が
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ

三　

当
該
申
請
を
し
た
法
人
が
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ

 
 

れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
法
人
で
あ
る
と
き
。

れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
法
人
で
あ
る
と
き
。

四　

当
該
申
請
を
し
た
法
人
の
役
員
の
う
ち
に
、
法
の
規
定
に
よ
り
刑
に
処

四　

当
該
申
請
を
し
た
法
人
の
役
員
の
う
ち
に
、
法
の
規
定
に
よ
り
刑
に
処

せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
。

な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
。

（
指
定
の
取
消
し
）

（
指
定
の
取
消
し
）

第
四
条　

計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
は
、
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
が
次
の

第
四
条　

計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
は
、
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
が
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る

。

。
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一　

法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た

一　

法
第
五
条
の
二
十
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た

さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

二　

第
一
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

二　

第
一
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

 
 

る
に
至
っ
た
と
き
。

る
に
至
っ
た
と
き
。

 
 

三　

第
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三　

第
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

四　

前
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽

四　

前
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽

 
 

の
報
告
を
し
た
と
き
。

の
報
告
を
し
た
と
き
。

五　

不
正
の
手
段
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
と
き
。

五　

不
正
の
手
段
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
と
き
。


